
蒲郡市公告第５９号             入札番号１ 

 

制限付一般競争入札を次のとおり行う。 

 

令和８年５月１８日 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 

 

１ 入札に付する事項 

⑴  委託業務名称 

蒲郡市庁舎空調省エネ設備設置業務委託 

⑵  委託業務場所 

蒲郡市旭町１７番１号 

⑶  仕様 

  別紙仕様書の通り 

⑷  業務期間 

  令和８年６月１５日から令和８年８月３１日まで 

 

 

２ 入札参加資格 

  次に掲げる要件をすべて満たす法人または個人に限り入札に参加することができる。 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の４第１項に掲げ

られた者でないこと。 

 ⑵ 過去２年間において、令第１６７条の４第２項各号の規定に該当したことがない者であること。 

 ⑶ 愛知県内において、法人にあっては本店、支店または営業所を有し、個人にあっては事業を営ん

でおり、機器の不具合等発生した際は、その本店、支店または営業所から蒲郡市役所に１時間以内

に駆けつけることができること。 

⑷ 入札公告の日から落札決定までの間、蒲郡市から指名停止措置を受けていないこと。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３条及び第４条に

よる指定を受けた指定暴力団等及びその暴力団員でないこと。 

⑹ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなさ

れていない者または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開

始の申立てがなされていない者であること。 

⑺ 蒲郡市に対し納税義務がある者にあっては、市税等を滞納している者でないこと。 

⑻ 別紙仕様書の業務内容を満たすことができること。 

⑼ 蒲郡市入札参加資格名簿に登録さている者であること。 

 

３ 契約条項を示す場所 



蒲郡市総務部行政課（蒲郡市役所 新館４階） 

 

４ 入札及び開札の日時・場所ならびに注意事項 

⑴  日時 

   令和８年６月９日（火）午前１０時３０分 

⑵ 場所 

   蒲郡市役所 本館３階 ３０３会議室 

 ⑶ 開札 

   入札後ただちに行う 

 ⑷ 代理者による入札 

   代表者が当日入札に参加できない場合、必ず委任状（別記２）を提出すること。 

 

５ 入札参加申込み手続き 

⑴ 受付期間 

令和８年５月２５日（月）から令和８年６月５日（金）まで（土曜日・日曜日・祝日を除く）の 

午前９時００分から午後４時３０分まで 

⑵ 受付場所 

   蒲郡市総務部行政課（蒲郡市役所 新館４階） 

 ⑶ 提出書類（１部） 

   競争入札参加申込書 

 ⑷ 提出方法 

   蒲郡市総務部行政課に競争入札参加申込書をＦＡＸ、Ｅメールまたは持参により提出する。ただ

し、上記の受付期間内必着とする。 

 

６ 質問書及び回答 

⑴  受付期間 

   令和８年５月２５日（月）から令和８年５月２９日（金）までの午前９時００分から午後４時３

０分まで 

⑵  提出方法 

   蒲郡市総務部行政課に質問書をＦＡＸ、Ｅメールまたは持参により提出する。ただし、上記の受

付期間内必着とする。 

 ⑶ 質問者への回答 

   令和８年６月３日（水）までに、回答をホームページに掲載します。 

 

７ 入札 

⑴ 入札は、指定の入札書（別記１）を使用してください。金額は総額を記入してください。 

⑵ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって



落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してく

ださい。 

⑶ 入札金額はアラビア数字（算用数字）を使用し、金額の頭に「金」又は「￥」を付け、円未満の

端数は記入しないでください。 

⑷ 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

ア 入札参加者の資格を有しない者のした入札 

イ 所定の日時までに所定の場所に持参しない入札 

ウ 入札に際して不正行為があった入札 

エ 同一事項の入札に対し、２以上の意志表示をした入札 

オ 他人の代理を兼ねまたは２以上の代理をした者の入札 

カ 入札書に記名及び押印のない入札 

キ 委任状を持参しない代理人のした入札 

ク 金額に￥字または金字が冠されていない入札 

ケ 入札書の記載事項が確認できない入札 

コ 入札書の金額の表示を改ざんし、または訂正した入札 

サ 競争入札参加申込書を提出していない者のした入札 

シ 郵送による入札 

ス 虚偽の事実を記載した者のした入札 

セ 担当職員の指示に従わなかった者の入札 

ソ その他市長があらかじめ指示した事項に違反した入札 

⑸ 入札は、１者（社）の場合でも実施します。 

⑹ 再入札は、２回まで実施するので、１回の入札につき入札書は３枚あらかじめ用意すること。 

 

８ 開札 

 ⑴ 入札者は、開札に立ち会わなければなりません。 

 ⑵ 最低価格で入札を行った者を落札者とします。ただし、入札において予定価格制限範囲内の入札

がなかったときは、再入札を２回まで実施します。また、入札価格が予定価格の制限の範囲内で落

札者となるべき同一の価格が２者以上あるときは、くじにより落札者を決定します。 

 

９ 入札の中止 

  不正な入札が行われるおそれがあると認めるときまたは災害その他やむを得ない理由があるときは、

入札を中止、または入札期日を延期することがあります。 

 

１０ 入札保証金 

  免除 

 

１１ 契約書作成の要否 



要 

 

１２ 入札の無効 

本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、提出書類に虚偽の記載をした者の入札及び

入札の条件に違反した入札は、無効とする。 

 

１３ その他 

⑴ 最低制限価格を設けない場合においても、低価入札については、落札者としないことがあります。 

⑵  添付することを省略した契約規則、入札者心得書及び点検表は、契約条項を示す場所において閲

覧に供します。 

⑶  現地の状況を把握した上で入札に参加すること。 


